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男女共同参画 

シンボルマーク 

問合せ先：阿見町男女共同参画センター  

〒300-0333 阿見町若栗 1886-1 中央公民館 1 階 

火曜日～日曜日  9：00～17：00 

電話・ＦＡＸ   029-896-3181  

E-mail    danjokyodosankakucenter@town.ami.lg.jp 

現在、こんな状況 

なのですが… 

大丈夫。心配しないで！その契約・約束を 

なかったことにできます。 

 

出演契約しちゃったけど、 

やっぱり、出たくないよ… 

どうしよう… 

・契約してしまっても 

メールや SNS で「イヤ」であることを伝えましょう 

「（○月○日に契約した）AV に出演する契約を 

解除します。今後、このことで連絡してこないでください。」

（※撮影には行かない。） 

 
30分後に撮影だって 

いうけど、やっぱり無理… 

いやだよ… 

・契約して、１か月経って、撮影 

する直前になってしまっても 

メールや SNS で「イヤ」であることを伝えましょう 

「（○月○日に契約した）AV に出演する契約を 

解除します。今後、このことで連絡してこないでください。」

（※撮影しないで帰る。） 

・出演してしまったあとでも 

・公表後でも 

 
撮影しちゃったけど/売ら

れてるけど、怖くて/イヤで

仕方ない（泣く）… 

メールや SNS で「イヤ」であることを伝えましょう 

「（○月○日に契約した）AV に出演する契約を 

解除します。公表はやめてください。」 

資料出所：内閣府男女共同参画局 

親切なふりをして近づいたり、アイドルになりたい心情を利用するなどの AV出演被害が起きています。 

この法律によって、性行為映像制作物（AV）の出演を契約してしまった後でも無条件で契約をなかったことに

したり、撮影された映像の公表を止めたりすることができるにようになりました。 

 
身近で性暴力・性犯罪が起きています！ 

「AV 出演被害防止・救済法」が施行されました！ 
令和４年６月 

mailto:danjokyodosankakucenter@town.ami.lg.jp


県消費者教育講師の緒方留美子氏を迎え、講座「消費者 

トラブルを防ぐ」～18 歳になったら何が変わるの～を開催。 

消費者トラブルに巻き込まれないための知識として、「成人年 

齢引き下げ（法改正）」「契約（未成年者契約・クレジット契約）」「マルチ商法やネット販売などトラブル事例と対処

法」「クーリング・オフ制度」など、複雑、多様化する消費者トラブルと悪質商法対策のポイントを学びました。 

 

 

  

日時：12月 3日（土）10：00～12：00 

場所：中央公民館 ３階 集会室 

講師：緒方 留美子氏（茨城県消費者教育講師） 

参加者：10人 

 第 4 回講座   「消費者トラブル」を防ぐ！

～ 18 歳になったら何が変わるの？ ～ 

 第 3 回講座   情報を正しく読み解く力をつけよう 

～ 暮らしに役立つメディア・リテラシー ～ 

 

男女共同参画センター事業報告 

日時：11月 5日（土）10：00～12：00 

場所：中央公民館 3階 集会室   

講師：茨城新聞社 NIE事務局 

参加者：24人 

情報発信の専門家である茨城新聞社 NIE事務局 

から講師３人を迎え、ニセ・誤情報に惑わされないための 

講座「情報を正しく読み解く力をつけよう」を開催。 

参加者の皆さんは新聞記事の「論説論」を使って記事の内容 

を「事実」と「意見」に分けて読み取る作業を実践。「意見」に振り回されないようにこの違いを見分け、比較して判断する

ことが大切とのこと。参加者同士の活発な意見交換を交えて、情報を正しく読み解いて選択する方法を知る講座でした。 

             

●新聞で事実と意見を分類しながら記事を読むことが参考になった。情報を正しく読み解くというテーマは

大変参考になった。●新聞の見方が変わった。●情報をうのみにせず集めて判断することが大事。 

●新聞からの情報を頼みにしています。初めに一度入った情報はなかなか消えない。 

 

参加者の声 

 

 

●成人年齢引き下げ（法改正）等の内容がきちんと理解できた。●事例件数が多い。 

●クレジットカードのしくみ・使い方、契約成立について参考になった。●若者に知らせたい。 

●事例を聞くことで気を付けなければない事柄が何点か出てきたので、改めて家族で気をつけたいと思った。 

 
▼おかしいな・困ったなと思ったら、すぐに消費者生活センターに相談してください 

阿見町消費者生活センター ☎029-888-1871（直通）  消費者ホットライン☎188（イヤヤ） 

 

参加者の声 



 

 

  

「女性に対する暴力をなくす運動」の取組み 

男女共同参画パネル展開催

毎年 11 月は、茨城県男女共同参画推進月間であり、11/12～11/25 までの 2週間は、国の「女性

に対する暴力をなくす運動」実施期間です。町ではこの期間に合わせ、「パートナー等に対する暴力の

撲滅」をテーマに「ＤＶ」「児童虐待」「性暴力」の被害状況、政府の取組等をパネル展示とパープル

リボンツリーで啓発活動を実施しました。展示内容の一部を紹介します。 

 

11/16（水）～11/27（日）  

中央公民館 展示ホール
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■配偶者暴力相談支援センター    ■DV相談プラス（R2.4～） 

(出典)内閣府男女共同参画調べ  ※全国の配偶者暴力相談支援センターからの相談件数は、令和４年６月３０日時点の暫定値 

来場者 290 人 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※詳しくは町ホームページ、ポスター、チラシ等をご覧ください。 

 

 

●あみ・男女
ひ と

・まち・ねっとの活動（出前講座） 

依頼団体 期日 時間 主な内容 場所 
参加 

人数 
講師 

ひまわり会 
10/2

（日） 

10：00 

～11：30 

●男女共同参画社会 

●防災について●老い支度 

一区 

公会堂 
12 

横田・高信 

丸山・山田 

町民生委員 

児童委員協議会 

10/12

（水） 

10：00 

～11：00 

●男女共同参画社会 

●防災について 

中央 

公民館 
14 

北林 

横田・高信 

町社会福祉 

協議会 

10/25

（火） 

13：30 

～15：00 
●老い支度 

さわやか 

センター 
26 

横田 

丸山・山田 

 

男女共同参画推進団体の活動 

参加者の声 

推進講演会 

■日時   令和５年 1月 21日（土）10：00～11：30（9：30開場） 

■場所   本郷ふれあいセンター 

■問合せ先 町民活動課 男女共同参画室 029-888-1111（内線 271） 

『ゴスペルと Big MaMa と呼ばれた女たち』 

■講師 Hanna Bunya 氏（ゴスペルシンガー） 

●老い支度の必要を感じていました。具体的なヒントを参考にさせていただきます。 

●未来ノートの言葉に明るい未来が待っているようで書いてみようと思った。 

●アンコンシャス・バイアスについて初めて知りました。 

●出前講座で高齢者に対する危機管理対策を取り上げてほしい。 

●老い支度、早く始めれば自分も新たな前向きのスタートとなるので良かった。 

 

アメリカ奴隷解放運動などの闘いの中で多くのゴスペルが生まれ、そして中心には

かならず「BIG MAMA」と呼ばれる強い女性たちがいました。 

はんな    ぶんや 

今後の事業予定…男女共同参画社会推進講演会 


